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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 予算

議案番号 議案第 73 号 議案名
令和５年度琴浦町下水道事業会計補正予算(第２

号)

目 的 公共下水道事業に係る債務負担行為を緊急的に追加するもの。

内 容

１ 債務負担行為について

２ 経緯

当初は単年度での事業実施を予定していたが、相手方との調整の中で２箇年

に渡る継続的な事業実施が必要となり、債務負担行為の追加による予算担保が

緊急的に必要となったもの。

補足事項

事項 期間 限度額

公共下水道事業

(東伯浄化センター電気・機

械設備更新工事)

令和６年度 254,500 千円
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

議案番号 議案第 74 号 議案名
専決処分について〔令和５年度琴浦町一般会計補正

予算(第４号)〕

目 的
７月 13 日豪雨にかかる災害復旧について、早期に対応する必要があり、専

決処分により追加補正を行ったため、承認を求めるもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 補正内容

歳入予算の計上内容については、次のとおりである。

[単位：千円]

歳出予算の計上内容については、次のとおりである。

(１) 公共土木施設災害復旧工事 [18,000 千円]

ア 事業説明

7月 13 日豪雨により被災した町道釛上野線の災害復旧を行う。

イ 経費

災害査定測量設計業務委託料 [15,000 千円]

公共土木施設災害応急工事 [2,000 千円]

支障木伐採手数料 [1,000 千円]

ウ 財源

一般財源 [18,000 千円]

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

12,410,161 18,000 12,428,161

款名称等 補正額 補正内容

繰入金 18,000 ・財政調整基金繰入金 18,000

合計 18,000
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 子育て応援課 種別 条例

議案番号 議案第 75 号 議案名

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について

目 的
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に

より、関係する条例の一部を改正するもの。

内 容

１ 各府省令等の改正の概要

①「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正

主に引用条項の追加と修正、その他に所管府省の移管に伴い「厚生労

働大臣」を「内閣総理大臣」に改める改正が行われた。

②「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正

所管府省の移管に伴い「厚生労働省令」を「内閣府令」に、その他

「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める改正等が行われた。

２ 改正対象となる町条例とその主な内容

（１）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例 ※①関連

・表現の修正（第６条第３項など）

・関係法令の引用の追加（第７条第２項など）

・引用箇所の条項ずれの修正（第 15 条第１項第２号）

・引用箇所の内容の改正に伴う修正（第 15 条第１項第４号など）

（２）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 ※②関連

・関係法令の引用の修正（第１条）

・引用箇所の内容の改正に伴う修正（第 25 条）

・電磁的記録の規定を新たに追加（第 49 条）

補足事項 施行期日 公布の日
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 子育て応援課 種別 条例

議案番号 議案第 76 号 議案名
琴浦町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について

目 的
国の放課後児童健全育成事業の実施に係る通知の改正に伴い、放課後児童支

援員のみなし規定について改正を行う。

内 容

１ 概要

① 平成 27 年度の「子ども・子育て支援新制度」の実施に伴い、放課後児

童クラブの指導員に対する専門資格「放課後児童支援員（以下「支援員」

という。）」が新たに創設された。これに伴い、各放課後児童クラブに支援

員を１名以上配置することが義務づけられた。

② 支援員は原則として、都道府県知事等が実施する放課後児童支援員認定

資格研修（以下「研修」という。）」を終了した者である必要があるが、一

定期間内に研修を修了することを予定している者（以下「研修終了予定

者」という。）も支援員とみなしてよいとされている。

③ 国の通知の改正により、この研修終了予定者の範囲が「職員の研修計画

を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってか

ら２年以内に研修を修了することを予定している者」に変更され、研修終

了予定者を支援員とみなす措置自体が無期限化された。

２ 放課後児童支援員の配置状況 （令和５年８月１日時点）

※全ての放課後児童クラブで支援員を必要数配置済み

補足事項 施行期日 公布の日

放課後児童クラブ 支援員

公立

浦安放課後児童クラブ ６ 人

八橋放課後児童クラブ ５ 人

聖郷放課後児童クラブ ３ 人

船上放課後児童クラブ ４ 人

私立 しおかぜクラブ ３ 人
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 福祉あんしん課 種別 条例

議案番号 議案第 77 号 議案名

琴浦町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

目 的
外国人の生活保護に関する事務について、一般国民に対する事務手続きとの

整合性を図り、個人番号の利用を可能とするため。

内 容

生活保護法第 1条で保護の対象を「国民」としていることから、外国人は

生活保護法の適用対象とならないが、「生活に困窮する外国人に対する生活

保護の措置について（昭和 29 年 5 月 8 日社発第 382 号）」により「在留カー

ド及び特別永住者証明書を所有した生活に困窮する外国人に対しては、国民

と同様の取り扱いに準じること」とされている。

令和 6年 3月より、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が本

格導入されることとなったことに伴い、生活保護受給者が医療機関を受診す

る際には、個人番号を利用することが必要となるが、行政手続きにおける特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」と

いう）において、個人情報を利用することができるのは、番号法に規定され

た事務のみとなっているため、外国人の医療扶助はマイナンバーを活用した

事務とすることができない。

そこで、番号法第 9条第 2項の規定において、各地方公共団体が独自に社

会保障・地方税・防災に類する事務として条例で定めることにより、法定事

務以外でも独自利用事務として個人番号を利用することが認められており、

本町における外国人の生活保護に関する事務について、一般国民に対する事

務手続きとの整合性を図り、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措

置による外国人の保護に関する事務」を独自利用事務として位置づけるため

補足事項

生活保護受給者並びに生活保護法に準じて保護を受けている外国人が医療

機関を受診する際には、福祉事務所が発行する医療券により医療機関等におい

て資格確認を行っているが、個人番号によるオンライン資格確認が導入される

ことで、マイナンバーカードのみで資格確認が可能となるため、生活保護受給

者の利便性の向上につながる他、適切かつ効率的な医療扶助の運営が期待でき

医療券等の発行が不要となる。
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 条例

議案番号 議案第 78 号 議案名 琴浦町特別医療費助成条例の一部改正について

目 的

小児に係る健康の保持及び子育て世帯の経済的な負担軽減を図るため、令和

６年４月から小児の医療費を無償化とすることに伴い、琴浦町特別医療費助成

条例の一部を改正するもの。

内 容

１ 概要

特別医療費助成制度は、小児、重度心身障がい者、ひとり親家庭などの方々

が医療保険等で医療を受けられたときの自己負担分を助成する制度。このう

ち、小児医療費について、令和６年４月１日から県内すべての市町村が完全無

償化とすることと県・市町村で方針決定したため、所要の条例改正を行う。

２ 改正の内容

（１）小児の医療費の助成額を、受給資格者が負担すべき費用の全額に引き上

げる。（第３条）

（２）その他表記の一部修正(第６条、別表関係)

（参考）

町負担への影響（令和４年度実績で算定 県負担を除いた実質負担）

補足事項 施行期日 令和６年４月１日

現 行 改正後（令和６年４月～）

実施主体 琴 浦 町

助成対象者

（小児）
0歳～18 歳に達した日以後の最初の３月 31 日までの者

所得制限 な し

患者負担額
入院：1,200 円／日

通院： 530 円／日
無 償

負担率

町１／２ 県１／２

（市町村が、患者の自己負担分に助成した金額に対し、

県がその助成金額の２分の１を補助）

無償化した場合の負担 現行（４年度実績） 差引額（影響額）

28,456 千円 23,035 千円 5,421 千円
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 条例

議案番号 議案第 79 号 議案名 琴浦町公共下水道条例の一部改正について

目 的

一般家庭の下水道使用料（農業集落排水施設使用料含む）算定方法を現在の人

数計算から水量計算へ変更するため、使用料単価や井戸メーター等の下水道用

の計測装置の規定について条例の改正を行うもの。

内 容

１ 改正の概要

（１）使用料算定方法について

一般家庭の下水道使用料の算定方法を世帯員の数の応じて算定する

人数計算から、事業所と同じ水道使用量（排除汚水量）に応じて算定す

る水量計算へ変更するため、料金単価及び排除汚水量の認定について水

量計算に対応したものへ改正する。

水道水以外を使用している一般家庭については世帯員の数に応じた、

使用水量（排除汚水量）を認定し、下水道使用料を算定する。

■一般家庭（町水道の世帯）
算定方法 基本料金 超過料金

改正前 人数計算
一律

2,200円
550円/人

改正後 水量計算
10㎥まで一律

2,200円
11㎥超一律
165円/㎥

■一般家庭（井戸水、用水組合の世帯）
算定方法 基本料金 超過料金 世帯員数 認定水量

改正前 人数計算
一律

2,200円
550円/人

0～3人 8㎥/人・月
4人 7㎥/人・月

5～6人 6㎥/人・月
7人以上 5㎥/人・月

■下水道使用料 計算例（1ヶ月あたり）
① ② ①－10＝③  ③×165＝④ ②＋④

使用水量 基本料金 超過水量 超過料金 下水道使用料

4 2,200円 0 ― 2,200円
9 2,200円 0 ― 2,200円
17 2,200円 7 1,155円 3,355円
23 2,200円 13 2,145円 4,345円

改正後
水量計算

（認定水量）
10㎥まで一律

2,200円
11㎥超一律
165円/㎥
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（２）計測装置の設置について

一般家庭も使用料算定方法を水量計算へ変更することに伴い、井戸水

を使用している家庭等へ新たに計測装置（井戸メーター）を設置するこ

とが考えられるため、計測装置の取扱、管理について定めるもの。

（３）琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部改正

琴浦町公共下水道条例の改正に併せ使用料の徴収、算定方法の文言を

一部改正するもの。

（４）経過措置について

改正後の料金及び算定方法は、令和６年４月請求分から適用し、令和

６年３月請求分までは、従来通り請求することについて定めるもの。

補足事項 施行日 令和６年２月１日
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一般家庭の下水道使用料(農業集落排水施設使用料) 比較

・琴浦町の平均世帯人数（R元年度）：  2.8人 → 約3人

・排除水量の割合が多い世帯 ： 3～5人世帯（21～30㎥/月)、排除水量全体の約5～6割

■一般家庭（月額）

※ 上記、使用水量はR元～R3年度実績による世帯員数ごとの1ヶ月あたりの目安です。

各世帯の水の使い方によって、使用水量は増減します。

■料金改定による、R6年度 料金収入増加見込

・ R4年度決算比(税抜) ： 約＋1,900万円/年 (9.0％UP)

使用料 増減額

現行 改定後 月額 年額 率(年)

0 人 4 ㎥/月 2,200 円 2,200 円 － － －

1 人 9 ㎥/月 2,750 円 2,200 円 -550 円 -6,600 円 -20.0%

2 人 17 ㎥/月 3,300 円 3,355 円 55 円 660 円 +1.7%

3 人 23 ㎥/月 3,850 円 4,345 円 495 円 5,940 円 +12.9%

4 人 27 ㎥/月 4,400 円 5,005 円 605 円 7,260 円 +13.8%

5 人 31 ㎥/月 4,950 円 5,665 円 715 円 8,580 円 +14.4%

6 人 34 ㎥/月 5,500 円 6,160 円 660 円 7,920 円 +12.0%

7 人 37 ㎥/月 6,050 円 6,655 円 605 円 7,260 円 +10.0%

8 人 44 ㎥/月 6,600 円 7,810 円 1,210 円 14,520 円 +18.3%

世帯員数
使用水量

(目安)
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

議案番号 議案第 80 号 議案名 令和５年度琴浦町一般会計補正予算(第５号)

目 的

令和４年度からの繰越金及び令和５年度普通交付税を財源とする財政調整

基金の積立て及び繰上償還を行うほか、公共土木施設災害復旧事業、住宅管理

事業、韓国麟蹄郡との交流再開に向けた国際交流の推進等、各種事業を追加す

るもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な追加内容

歳入予算の主な補正内容については、次のとおりである。

歳出予算の主な補正内容については、次のとおりである。

(１) 公共土木施設災害復旧事業 [20,300 千円]

ア 事業説明

7月 13 日の豪雨により被災した町道釛上野線の災害復旧を行う。

補正前予算額 補正額 補正後予算額

12,428,161 703,049 13,131,210

款名称等 補正額 主な補正内容

地方交付税 143,869 普通交付税 ＋143,869 千円

繰越金 544,442 前年度繰越金 ＋544,442 千円

国庫支出金 46,316 地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金

＋21,000 千円

現年発生公共土木施設災害復旧費補助金

＋13,340 千円 等

県支出金 21,680 隣保館等施設整備費補助金 ＋18,856 千円

地域医療介護総合確保基金事業補助金

＋6,192 千円 等

町債 △74,900 臨時財政対策債 △38,000 千円

公営住宅建設事業債 △34,000 千円

災害復旧事業債 ＋6,900 千円 等

繰入金 18,780 ふるさと未来夢基金繰入金 ＋18,257 千円

介護保険特別会計繰入金 ＋2,195 千円 等

その他 2,862 寄附金 ＋1,000 千円 等

合 計 703,049
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イ 経費

町道釛上野線災害復旧工事 [17,000 千円]

補償費 [3,000 千円]

消耗品費 [198 千円]

借上料 [102 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [13,340 千円]

町債 ［6,900 千円］

一般財源 ［60 千円］

(２) 住宅管理事業 [11,576 千円]

ア 事業説明

一里松第 1、第 4団地及び浦安団地集会所屋根修繕工事について、

アスベストの撤去にかかる仮設防護費用等を追加し対応する。

イ 経費

一里松住宅屋根改修工事設計監理委託料 [620 千円]

浦安団地集会所屋根改修工事設計監理委託料 [177 千円]

一里松住宅屋根改修工事 [9,027 千円]

浦安団地集会所屋根改修工事 [1,752 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [5,787 千円]

町債 [△32,800 千円]

一般財源 [38,589 千円]

(３) 国際交流の推進 [816 千円]

ア 事業説明

友好親善交流協定を締結している韓国麟蹄郡との交流再開のため、

表敬訪問を行う。

イ 訪問時期（予定）

令和５年 10 月下旬～11 月上旬

ウ 経費

旅費 [325 千円]

記念品 [11 千円]

保険料 [30 千円]

借上料 [450 千円]

エ 財源

一般財源 [816 千円]
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(４) ふるさと納税 [18,087 千円]

ア 事業説明

令和４年度寄附受付に係る ふるさと納税返礼品について、令和５

年度中に発送するため記念品代を増額する。

企業版ふるさと納税による寄附受付を強化するため、地方銀行等に

よるネットワークを活かした寄附募集を行うことにより、寄附の受入

れ拡大を見込み、基金を増額する。

イ 経費

記念品 [16,657 千円]

手数料 [330 千円]

企業版ふるさと納税地方創生基金積立金[1,100 千円]

ウ 財源

ふるさと未来夢基金繰入金 [17,657 千円]

一般財源 [430 千円]

(５) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 [21,000 千円]

ア 事業説明

認知症高齢者グループホーム等が防災対策として非常用自家発電

設備を整備するための経費を支援する。

イ 経費

地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金［21,000 千円］

ウ 財源

国庫支出金 [21,000 千円]

(６) 町道等改良整備事業 [8,862 千円]

ア 事業説明

町道野井倉市内線は、法面に岩塊が多く露出しており、平時より

落石や斜面崩壊が発生していることから、道路改良（法面対策）工

事費の追加により事業の進捗を図る。

町道立子大熊線大山橋架替に伴う負担金として、県事業執行額の

５％を負担している。県事業費の増額に合わせて、負担金を追加す

る。

イ 経費

町道野井倉市内線道路改良工事（2工区）［8,362 千円］

山村代行県執行負担金 [500 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [4,599 千円]

町債 [4,200 千円]

-12-



一般財源 [63 千円]

(７) 空き家対策事業 [1,296 千円]

ア 事業説明

技術者単価の改定等による事業費の精査により、危険空家除却工事

（略式代執行・行政代執行）の設計及び工事監理委託料を増額する。

県の補助対象経費に設計監理費が追加されたため、財源組替を行う。

イ 経費

空き家除却工事監理委託料 [1,296 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [647 千円]

県支出金 [838 千円]

一般財源 [△189 千円]

(８) 農地中間管理機構関連農地整備事業 [1,537 千円]

ア 事業説明

県営農地集積加速化農地整備事業（森藤・平和地区）について、

ＩＣＴ活用工事への変更に伴う県事業費の増額に合わせて、負担金

を追加する。

イ 経費

農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 [1,537 千円]

ウ 財源

町債 [1,400 千円]

一般財源 [137 千円]

(９) 土地改良事業地元負担軽減補助金 [29,563 千円]

ア 事業説明

県営土地改良事業に係る地元負担部分に充当するため、東伯土地

改良区が借入れた資金の元利償還金を毎年補助している。将来の利

子額を削減するため、今後、土地改良区が行う繰上償還に必要な経

費として補助金を追加する。

イ 将来の利子負担削減額

1,291 千円

ウ 経費

土地改良事業地元負担軽減補助金 [29,563 千円]

エ 財源

一般財源 [29,563 千円]
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(10) 東伯総合公園整備事業 [4,248 千円]

ア 事業説明

都市公園施設長寿命化計画を策定し、施設の老朽化に対する安全

対策の強化及び将来の改築・更新にかかるコストの縮減や平準化を

図る。

イ 経費

都市公園施設長寿命化計画策定業務委託料[4,248 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [2,124 千円]

一般財源 [2,124 千円]

(11) 下伊勢大型共同作業場倉庫解体等設計事業 [1,719 千円]

ア 事業説明

下伊勢大型共同作業場敷地内にある老朽化した倉庫を解体し、跡地

を公共的通路として整備するため、実施に向けた設計を行う。

イ 経費

下伊勢大型共同作業場倉庫解体等設計委託料 [1,465 千円]

分筆登記手数料 [254 千円]

ウ 財源

一般財源 [1,719 千円]

(12) 特別医療費助成事業 [561 千円]

ア 事業説明

令和６年４月１日からの小児医療費（１８歳の年度末まで）完全無

償化に対応するため、受給資格者の管理等に係る特別医療システムの

改修及び受給資格者証の更新を行う。

イ 経費

特別医療システム改修委託料 [281 千円]

事務費（通信運搬費・印刷製本費・消耗品費） [280 千円]

ウ 財源

県支出金 [280 千円]

一般財源 [281 千円]

(13) 地域医療介護総合確保基金事業補助金 [6,192 千円]

ア 事業説明

町内事業所が小規模多機能居宅介護事業所を令和 6年 4月（予定）

から開設するにあたり、施設整備等に係る費用を補助する助成制度

について、単価改定に伴い補助金を増額する。
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イ 経費

地域医療介護総合確保基金事業補助金 [6,192 千円]

ウ 財源

県支出金 [6,192 千円]

(14) 生活困窮世帯等光熱費助成事業 [1,705 千円]

ア 事業説明

物価高騰により生活に深刻な影響を受ける家計急変世帯に対し

光熱費を助成する。

イ 助成額及び対象者

助成額 1世帯あたり 34 千円

対象者 令和 5年度に実施した給付金が対象外かつ家計が急変した

世帯

ウ 経費

生活困窮世帯等光熱費助成扶助費 [1,700 千円]

通信運搬費 [5 千円]

エ 財源

県支出金 [850 千円]

一般財源 [855 千円]

(15) ＤＸ推進事業 [1,740 千円]

ア 事業説明

書かない窓口・ワンストップ対応をすすめるにあたり、課題点把握

や業務フロー整理等事前調整が必要なため、指定金融機関の地域連携

事業により、窓口業務のノウハウやコンサルティングの提供を受け

る。

イ 経費

窓口ＤＸに係るＢＰＲ委託料 [1,740 千円]

ウ 財源

一般財源 [1,740 千円]

(16) スポーツ・運動推進事業 [30 千円]

ア 事業説明

琴浦町ゆかりの選手がスポーツ競技で国際大会に日本代表として

出場することが内定したため、奨励金の追加を行う。

イ 経費

国際大会出場奨励金 [30 千円]

ウ 財源

一般財源 [30 千円]
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(17) 国県返納金 [73,298 千円]

ア 事業説明

令和４年度事業について事業費確定に伴い、実績額を超えた金額を

国県へ返納する。

イ 経費

返納金 [73,289 千円]

主な返納金

障害者自立支援給付費国庫負担金返納金 [20,049 千円]

鳥取県障害者自立支援給付費負担金返納金 [10,025 千円]

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種対策費国庫負担金返納金 [19,715 千円]

障害児通所給付費等国庫負担金返納金 [5,178 千円]

障害者医療費国庫負担金返納金 [5,107 千円]

ウ 財源

一般財源 [73,298 千円]

(18) 物産館ことうら運営基金積立金 [915 千円]

ア 事業説明

物産館ことうらの指定管理者である株式会社ことうらから、令和

４年度分の利益還元納付金を受け、今後の修繕等に備えるため、物

産館ことうら運営基金に積み立てる。

イ 経費

物産館ことうら運営基金積立金 [915 千円]

ウ 財源

雑入（物産館ことうら指定管理者利益還元納付金：令和４年度分） [914 千円]

一般財源 [1 千円]

(19) 財政調整基金積立金 [290,000 千円]

公共施設等建設基金 [100,000 千円]

ア 事業説明

今後の災害や公共施設の更新等に備えるため、財政調整基金及び公

共施設等建設基金の積立金を追加するもの。

イ 基金残高

[単位：千円]

ウ 財源

一般財源 [390,000 千円]

基金名 補正額 補正後残高(見込）

財政調整基金 290,000 1,059,780

公共施設等建設基金 100,000 753,093
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(20) 町債の繰上償還元金[74,366 千円]

ア 事業説明

持続可能な健全財政を行うため、過去の高利率の町債の繰上償還

元金を追加するもの。

イ 経費

繰上償還元金 [74,366 千円]

将来払わなくても済む利子額：5,873 千円

・H24 赤碕中学校プール改築事業(合併特例債債）

0.81％ [74,366 千円]

ウ 財源

一般財源 [74,366 千円]

３ 繰越明許費

追加 [単位：千円]

〔概要〕

7月 13 日の豪雨により被災した町道釛上野線の災害復旧工事

４ 債務負担行為

追加 [単位：千円]

補足事項

事 業 名 金 額

公共土木施設災害復旧事業 20,100

事 業 名 期 間 限度額

東伯中学校区小中学校校務用パソコン

他リース業務

令和 6年度から

令和 10 年度まで
43,560

児童用タブレットセットリース業務
令和 6年度から

令和 10 年度まで
33,317
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 予算

議案番号 議案第 81 号 議案名
令和５年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算

(第２号)

目 的 前年度繰越金の確定及び今年度の保険税本算定結果に伴う補正を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

【歳入】

(１) 国民健康保険税 [△22,001 千円]

ア 事業説明

本算定の結果、主に被保険者数の減少により保険税額が減額となったた

め、補正を行うもの。

医療給付費分 （△15,315 千円）

後期高齢者支援金分 （△4,696 千円）

介護納付金分 （△1,990 千円）

(２) 国庫支出金 [35 千円]

ア 事業説明

出産育児一時金臨時補助金（今年度のみ）

※出産育児一時金の増額に伴う新設

５千円／１件×７件 （令和５年度見込み）

(３) 基金繰入金 [3,969 千円]

ア 事業説明

基金の取崩しを行うもの

(４) 繰越金 [17,997 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定によるもの

補足事項 前年度末基金残高 70,417 千円－3,969 千円(基金取崩し)＝66,448 千円

補正前予算額 補正額 補正後予算額

2,014,716 0 2,014,716
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 税務課 種別 予算

議案番号 議案第 82 号 議案名
令和５年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会

計補正予算(第１号)

目 的 前年度繰越金の確定に伴い補正を行うもの。

内 容

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１)（歳入）前年度繰越金[△394 千円]

前年度予算からの繰越額確定に伴う減額補正。

(２) 一般会計繰出金[△197 千円]

予備費[△197 千円]

前年度繰越金の減額に伴う減額補正

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

8,460 △394 8,066
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 予算

議案番号 議案第 83 号 議案名
令和５年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第２

号)

目 的 地域包括支援センター運営費及び前年度決算に伴う増額補正を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

【歳入】

【歳出】

(１) 総務費 [134 千円]、予備費 [△28 千円]

ア 事業説明

介護支援専門員の資格更新研修費及びケアプランデータ連携システム

の導入に伴う増額補正を行うもの。

イ 経費

(ア) 包括支援センター運営費 [134 千円]

(イ) 予備費 [△28 千円]

ウ 財源

(ア) 国庫支出金 [46 千円]

(イ) 県支出金 [23 千円]

(ウ) 県補助金 [14 千円]

(エ) 繰入金 [23 千円]

（２） 基金積立金 [32,529 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定に伴い生じた剰余金を基金に積み立てるもの。

イ 経費

(ア) 基金積立金 [32,529 千円]

ウ 財源

(ア) 繰越金 [32,529 千円]

補正前予算額 補正額 補正後予算額

2,213,664 56,257 2,269,921

款名称等 補正額 主な補正理由

国庫支出金 46 総務費の増額に伴う国庫負担分

県支出金 37
総務費の増額に伴う県負担分 23

介護分野 ICT 導入支援補助金 14

繰入金 23 総務費の増額に伴う町負担分

繰越金 56,151 前年度繰越金

合 計 56,257
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（３）諸支出金 [23,622 千円]

ア 事業説明

前年度決算に伴い、国、県、町へ返納を行うもの。

イ 経費

(ア) 第１号被保険者還付金 [419 千円]

(イ) 償還金 [21,007 千円]

(ウ) 一般会計操出金 [2,196 千円]

ウ 財源

(ア) 繰越金 [23,622 千円]

補足事項
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 予算

議案番号 議案第 84 号 議案名
令和５年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予

算(第 1号)

目 的 前年度繰越金の確定に伴い、補正を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

【歳入】

(１) 繰越金 [895 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定に伴い、繰越金の増額を行うもの。

【歳出】

(１) 予備費 [895 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定に伴い、予備費の増額を行うもの。

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

257,228 895 258,123
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 農林水産課 種別 予算

議案番号 議案第 85 号 議案名
令和５年度琴浦町船上山発電所管理特別会計補正

予算(第１号)

目 的 前年度決算に伴う繰越金の減額に伴い、歳入歳出を減額補正するもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[△1,475 千円]

(２) 歳出予算

一般会計繰出金[△1,475 千円]

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

26,961 △1,475 25,486
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

目 的 前年度繰越金額の確定に伴う補正を行うもの。

内 容

議案第 86 号 令和５年度琴浦町赤碕財産区特別会計補正予算(第１号)

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[75 千円]

(２) 歳出予算

予備費[75 千円]

議案第 87 号 令和５年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第１号)

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[6 千円]

(２) 歳出予算

予備費[6 千円]

議案第 88 号 令和５年度琴浦町以西財産区特別会計補正予算(第１号)

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[163 千円]

(２) 歳出予算

予備費[163 千円]

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

18,106 75 18,181

補正前予算額 補正額 補正後予算額

9,657 6 9,663

補正前予算額 補正額 補正後予算額

69,130 163 69,293
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 予算

議案番号 議案第 89 号 議案名 令和５年度琴浦町水道事業会計補正予算(第２号)

目 的
人事異動による人件費及び町道道路改良工事に伴う工事請負費の補正を行

うもの。

内 容

１ 補正額

■収入 単位：千円

■支出 単位：千円

２ 主な計上内容

（１）収入 収益的収入[△200 千円]

ア 事業説明

人事異動に伴い、他会計負担金の減額を行う。

イ 経費

（ア）営業収益[△200 千円]

その他の営業収益[△200 千円]

（２）収入 資本的収入[400 千円]

ア 事業説明

町道道路改良工事に伴い、工事負担金の増額を行う。

イ 経費

（ア）負担金[400 千円]

他会計負担金[400 千円]

（３）支出 収益的支出[859 千円]

ア 事業説明

人事異動に伴う人件費の増額を行う。

イ 経費

（ア）営業費用[859 千円]

配水及び給水費[859 千円]

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的収入

資本的収入

326,971

150,200

△200

400

326,771

150,600

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的支出

資本的支出

289,569

305,521

859

1,268

290,428

306,789
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ウ 財源

（ア）一般会計繰入金（その他の営業収益）[△200 千円]

（イ）一般財源[1,059 千円]

(４) 支出 資本的支出[1,268 千円]

ア 事業説明

町道道路改良工事に伴う工事請負費の増額を行う。

イ 経費

（ア）建設改良費[1,268 千円]

配水設備工事費[1,268 千円]

ウ 財源

（ア）一般会計繰入金（他会計負担金）[400 千円]

（イ）一般財源[868 千円]

補足事項
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 予算

議案番号 議案第 90 号 議案名
令和５年度琴浦町下水道事業会計補正予算(第３

号)

目 的
令和４年度借入公営企業会計適用債元利償還金額確定及び下水道使用料の

算定方法変更に伴う料金システム改修による補正を行うもの。

内 容

１ 補正額

(１) 収入 単位：千円

(２) 支出 単位：千円

２ 主な計上内容

(１) 収入 収益的収入[1,205 千円]

ア 事業説明

令和４年度借入公営企業会計適用債元利償還金額確定及び下水道使用

料の算定方法変更に伴う料金システム改修による補正を行うもの。

イ 経費

(ア) 営業外収益[1,205 千円]

・他会計補助金[1,205 千円]

(２) 支出 収益的支出[1,305 千円]

ア 事業説明

令和４年度借入公営企業会計適用債利子額確定及び下水道使用料の算

定方法変更に伴う料金システム改修による補正を行うもの。

イ 経費

(ア) 営業費用[1,320 千円]

ａ 総係費 - 委託料[1,320 千円]

(イ) 営業外費用[△15 千円]

ａ 支払利息及び企業債取扱諸費 - 企業債利息[△15 千円]

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的収入

資本的収入

933,225

363,456

1,205

0

934,430

363,456

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的支出

資本的支出

929,439

644,480

1,305

120

930,744

644,600
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ウ 財源

(ア) 一般会計繰入金(他会計補助金)[1,085 千円]

(イ) 一般財源[220 千円]

(３) 支出 資本的支出[120 千円]

ア 事業説明

令和４年度借入公営企業会計適用債元金償還に伴う補正を行うもの。

イ 経費

企業債償還金[120 千円]

ウ 財源

一般会計繰入金(他会計補助金)[120 千円]

補足事項
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課

総務課

すこやか健康課

税務課

上下水道課

農林水産課

種別 決算

目 的 令和４年度会計に係る歳入歳出決算等について議会の認定に付するもの。

内 容

議案第 91 号 令和４年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について

(１) 歳入総額 12,752,713,596 円

(２) 歳出総額 12,041,657,282 円

(３) 歳入歳出差引額 711,056,314 円

(４) 繰越明許費繰越額 111,257,612 円

(５) 事故繰越繰越額 5,355,850 円

(６) 実質収支額 594,442,852 円

議案第92号 令和４年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 1,990,052,233 円

(２) 歳出総額 1,971,955,134 円

(３) 歳入歳出差引額 18,097,099 円

(４) 実質収支額 18,097,099 円

議案第93号 令和４年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算認定について

(１) 歳入総額 6,729,043 円

(２) 歳出総額 2,856,418 円

(３) 歳入歳出差引額 3,872,625 円

(４) 実質収支額 3,872,625 円

議案第94号 令和４年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

(１) 歳入総額 2,246,414,943 円

(２) 歳出総額 2,190,263,110 円

(３) 歳入歳出差引額 56,151,833 円

(４) 実質収支額 56,151,833 円
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議案第95号 令和４年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

(１) 歳入総額 256,231,841 円

(２) 歳出総額 255,335,761 円

(３) 歳入歳出差引額 896,080 円

(４) 実質収支額 896,080 円

議案第96号 令和４年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算認定

について

(１) 歳入総額 27,986,553 円

(２) 歳出総額 22,927,755 円

(３) 歳入歳出差引額 5,058,798 円

(４) 実質収支額 5,058,798 円

議案第97号 令和４年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 22,847 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 22,847 円

(４) 実質収支額 22,847 円

議案第98号 令和４年度琴浦町浦安財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 21,741 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 21,741 円

(４) 実質収支額 21,741 円

議案第99号 令和４年度琴浦町下郷財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 180 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 180 円

(４) 実質収支額 180 円
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議案第 100 号 令和４年度琴浦町上郷財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 228,172 円

(２) 歳出総額 228,172 円

(３) 歳入歳出差引額 0円

(４) 実質収支額 0円

議案第 101 号 令和４年度琴浦町古布庄財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

(１) 歳入総額 674 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 674 円

(４) 実質収支額 674 円

議案第 102 号 令和４年度琴浦町赤碕財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 18,891,296 円

(２) 歳出総額 984,453 円

(３) 歳入歳出差引額 17,906,843 円

(４) 実質収支額 17,906,843 円

議案第 103 号 令和４年度琴浦町成美財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 14,459,576 円

(２) 歳出総額 162,224 円

(３) 歳入歳出差引額 14,297,352 円

(４) 実質収支額 14,297,352 円

議案第 104 号 令和４年度琴浦町安田財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 10,206,378 円

(２) 歳出総額 549,602 円

(３) 歳入歳出差引額 9,656,776 円

(４) 実質収支額 9,656,776 円
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議案第 105 号 令和４年度琴浦町以西財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 83,955,890 円

(２) 歳出総額 15,288,372 円

(３) 歳入歳出差引額 68,667,518 円

(４) 実質収支額 68,667,518 円

議案第 106 号 令和４年度琴浦町水道事業会計決算認定について

(１) 収益的収入 326,461,675 円

(２) 収益的支出 258,725,295 円

(３) 資本的収入 116,907,557 円

(４) 資本的支出 250,820,979 円

(５) 当年度純利益 46,578,791 円

議案第 107 号 令和４年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について

(１) 建設改良積立金の積立 194,070,133 円

(２) 建設改良積立金の積立及び資本金への組入 0円

(３) 資本金への組入 0円

議案第 108 号 令和４年度琴浦町下水道事業会計決算認定について

(１) 収益的収入 919,655,220 円

(２) 収益的支出 892,027,972 円

(３) 資本的収入 396,590,224 円

(４) 資本的支出 679,826,106 円

(５) 当年度純利益 21,157,039 円

議案第 109 号 令和４年度琴浦町下水道事業会計剰余金の処分について

(１) 建設改良積立金の積立 21,157,039 円

(２) 建設改良積立金の積立及び資本金への組入 0円

(３) 資本金への組入 0円

補足事項
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令和５年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 その他

議案番号 議案第 110 号 議案名 財産の無償譲渡について

目 的
財産を無償で譲渡することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 96 条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。

内 容

１ 財産の内容

２ 相 手 方

琴浦町大字下伊勢５５４番地１

下伊勢西自治区大区長 澤田 陽子

３ 理 由

下伊勢西自治区が昭和40年から管理している下伊勢西集会所に

ついて、下伊勢西自治区からの要望に基づき、自治活動の一層の活

性化を図ることを目的に、下伊勢西集会所及び集会所用地を下伊勢

西自治区に無償譲渡するもの。なお、下伊勢西自治区は令和５年５

月９日に認可地縁団体として認可されている。

補足事項

区分
所在

地目 地積

（㎡）

備考

土地 琴浦町大字下伊勢字犬加美

５５４番１

宅地 293.41 集会所

用地

区分 所在 種類及び構造 面積（㎡）

建物 琴浦町大字下伊勢字犬

加美５５４番１

集会所 １棟

木造かわらぶき屋根

１階建

169.29
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